
特集特集

第
三
者
提
供
制
度
は

２
０
２
６（
令
和
８
）年
４
月
１
日
か
ら

　
我
が
国
で
は
、
高
齢
人
口
の
増
加
や
医
療
の
高
度

化
な
ど
に
よ
っ
て
国
民
医
療
費
が
年
々
増
加
し
て
い

る
こ
と
に
加
え
て
、
今
後
、
生
産
年
齢
人
口
の
急
激

な
減
少
へ
の
対
応
や
医
療
資
源
の
地
域
格
差
な
ど
医

療
制
度
上
克
服
す
べ
き
課
題
が
あ
る
。

　
医
療
を
取
り
巻
く
課
題
に
対
応
す
る
政
策
を
進
め

る
た
め
に
は
、
医
療
の
置
か
れ
て
い
る
現
状
と
実
態

を
表
す
た
め
に
必
要
な
情
報
を
収
集
し
、
政
策
の
企

画
・
立
案
に
活
用
す
る
と
と
も
に
、
国
民
に
対
し
て

丁
寧
に
説
明
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

　
地
域
医
療
の
担
い
手
で
あ
る
医
療
法
人
は
、
運
営

の
透
明
性
が
求
め
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
運
営
状
況
を

明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
り
医
療
が
置
か
れ
て
い
る

現
状
と
実
態
に
つ
い
て
わ
か
り
や
す
く
情
報
提
供
す

る
こ
と
は
、医
療
法
人
制
度
の
趣
旨
と
も
反
し
な
い
。

　
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
政
府
方
針
等
で
も
医
療
法

人
の
経
営
情
報
の
収
集
と
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
構
築
、

国
民
へ
の
丁
寧
な
説
明
が
求
め
ら
れ
、２
０
２
３（
令

和
５
）
年
の
医
療
法
改
正
に
よ
り
、
①
医
療
法
人
の

経
営
情
報
の
収
集
お
よ
び
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
整
備
、

②
収
集
し
た
情
報
を
国
民
に
わ
か
り
や
す
く
な
る
よ

　2023（令和５）年の医療法改
正により、医療法人の経営情報を
データベースとして整備し、分析
結果を医療政策の理解のため国民
に提供することとなっています
が、データベース情報を研究者等
へ提供（第三者提供）する制度が、
2026（令和 8）年 4月 1日か
ら始まります（全医療機関が対
象）。具体的な内容について検討し
てきた「医療法人の経営情報のデ
ータベースの在り方に関する検討
会」では、本年8月26日に報告
書をとりまとめました。その内容
をみていきます。

医
療
法
人
の
経
営
情
報
デ
ー
タ
ベ
ー
ス

（
M
C
D
B
）に
係
る
第
三
者
提
供
に
つ
い
て
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医療法人の経営情報の調査および分析等図

第 4 回医療法人の経営情報のデータベースの在り方に関する検討会　参考資料１より
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の
医
療
法
人
が
毎
会
計
年
度
終
了
後
に
経
営
情
報
を

都
道
府
県
知
事
に
報
告
、
医
療
法
人
の
経
営
情
報
デ

ー
タ
ベ
ー
ス
（
Ｍ
Ｃ
Ｄ
Ｂ
＊1
）
に
情
報
が
蓄
積
さ
れ
、

う
属
性
等
に
応
じ
て
グ
ル
ー
ピ
ン
グ
し
た
分
析
結
果

の
公
表
、
③
医
療
法
人
に
関
す
る
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の

情
報
を
研
究
者
等
へ
提
供
す
る
制
度
の
創
設
が
行
わ

れ
て
い
る
。

　
①
、
②
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
２
０
２
３
（
令
和

５
）
年
8
月
１
日
か
ら
施
行
さ
れ
て
お
り
、
す
べ
て
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事業報告書等（法人ごと）

経営情報等（病院・診療所ごと）

○事業報告書（名称、事務所の所在地、設立認可年月日、設立登記年月日、役員及び評議員、本来業務、附帯業務、収益業務）
○貸借対照表
○損益計算書

　医療法人の経営情報
を把握・分析するととも
に、その分析により国民
に丁寧に説明するため、
新たな制度として医療
法人の経営情報を収集
してデータベースを構築

　これにより以下のよ
うな政策活用を見込む

•国民に対して医療が
置かれている現状・実
態の理解の促進

•効率的かつ持続可能
な医療提供体制の構
築のための政策検討

•経営への影響を踏ま
えた的確な支援策の
検討

•医療従事者等の処遇
適正化（改善）に向け
た検討

•医療経済実態調査の
補完

○医業収益（入院診療収益、室料差額収益、外来診療収益、その他の医業収益）
※ 入院診療収益及び外来診療収益は任意項目として「保険診療収益（患者負担含む）」及び「公害等診療収益 」を別掲。
※ その他の医業収益は任意項目として「保健予防活動収益」を別掲。
※ 診療所の「室料差額収益」は入院診療収益の内数として記載。
○材料費（医薬品費、診療材料費・医療消耗器具備品費、給食用材料費）
○給与費（役員報酬、給料、賞与、賞与引当金繰入額、退職給付費用、法定福利費）
○委託費（給食委託費）
○設備関係費（減価償却費、機器賃借料） ○研究研修費
○経費（水道光熱費）

※ 診療所は「設備関係費」、「研究研修費」及び「経費」の科目は設けず「その他の医業費用」の科目を設ける。
○控除対象外消費税等負担額
○本部費配賦額

※ 診療所の「水道光熱費」、「控除対象外消費税等負担額」及び「本部費配賦額」はその他の医業費用の内数として記載。
○医業利益（又は医業損失）
○医業外収益（受取利息及び配当金、運営費補助金収益、施設設備補助金収益）
○医業外費用（支払利息）
○経常利益（又は経常損失）
○臨時収益、○臨時費用
○税引前当期純利益（又は税引前当期純損失）
○法人税、住民税及び事業税負担額
○当期純利益（又は当期純損失）
○職種別の給与（給料・賞与）及び、その人数（病床機能報告で分かる情報は当該報告の情報を活用）

＜職種＞医師、歯科医師、薬剤師、看護職員（保健師、助産師、看護師、准看護師）、その他の医療技術者等（診療放射
線技師、臨床工学技士、臨床検査技師、リハビリスタッフ（理学療法士、作業療法士、視能訓練士、言語聴覚士）、歯
科衛生士、歯科技工士、栄養士等（管理栄養士、栄養士、調理師）、社会福祉士、精神保健福祉士、保育士、看護補助
者、事務職員（事務（総務、人事、財務、医事等）担当職員、医師事務作業補助者、診療情報管理士）、その他の職員）

■色文字の項目は、病院・診療所とも必須
■色文字の項目は、病院・診療所とも任意
下線文字の項目は、病院は必須・診療所は任意

調査および分析の対象項目表1

調査票情報の
提供

委託による
統計（オーダー
メード集計）

統計法
条文提供類型 対象 利用可能な場合 提供方法 利用者の義務

（公的機関等以外の場合）公的機関等が行う統計の作成
等と同等の公益性を有する統計の作成等として、以下の
条件のいずれかに該当する場合に利用可能
（1）公的機関等からの委託又は公的機関等と共同して行

う調査研究
（2）公的機関等からの公募による補助を受けて行う調査

研究
（3）行政機関の長又は地方公共団体の長その他の執行

機関が、その政策の企画、立案等に有用であると認
める場合又はその他同等の公益性を有するものとし
て特別な事由があると認める場合

「学術研究の発展に資する統計の作成等」又は「高等教育
の発展に資する統計の作成等」に該当かつそれぞれの利
用条件を満たす場合に限り、調査票情報が利用可能。

媒体での提供
又は
オンサイトセンター

・申出目的以外の利用
の禁止
・情報の適正管理義務
・守秘義務

・申出目的以外の利用
の禁止
・情報の適正管理義務
・守秘義務

・申出目的以外の利用
の禁止媒体での提供

原則オンサイトセンター
（利用申出手引きにて規
定。安全管理措置がオン
サイト利用と同等と認め
られれば媒体提供可能）

「学術研究の発展に資する統計の作成等」、「教育の発展
に資する統計の作成等」又は「デジタル社会形成基本法
（令和3年法律第35号）に規定された特定公共分野に係
る統計の作成等」に該当し、それぞれの利用条件を満た
す場合に限り、統計成果物が提供可能。

・公的機関等

一般

一般

33条

34条

33条
の２

・公的機関等との
共同研究を行う
場合等

統計制度の二次利用（第三者提供）の仕組み表2

第 4 回医療法人の経営情報のデータベースの在り方に関する検討会　参考資料１より

第 4 回医療法人の経営情報のデータベースの在り方に関する検討会　参考資料１より

＊1…Medical Corporation Financial Data Base System

oka
WAM著作



地
域
に
根
ざ
し
た

多
様
な
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
展
開

　
京
都
府
城
陽
市
に
あ
る
社
会
福
祉
法

人
南
山
城
学
園
は
、「
利
用
者
様
の
尊

厳
を
守
り
、
幸
福
を
追
求
す
る
」
と
い

う
基
本
理
念
の
も
と
、
地
域
に
根
ざ
し

た
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
と
と
も

に
、
共
生
・
共
助
の
地
域
づ
く
り
を
推

進
す
る
こ
と
に
よ
り
、
地
域
共
生
社
会

の
実
現
を
目
指
し
て
い
る
。

　
法
人
の
沿
革
と
し
て
は
、
昭
和
40
年

に
社
会
福
祉
法
人
を
設
立
し
、
重
度
知

的
障
害
者
の
入
所
施
設
を
開
設
し
た
こ

と
に
始
ま
る
。
そ
の
後
、
利
用
者
の
高

齢
化
・
重
度
化
へ
の
対
応
や
、
待
機
児

童
問
題
な
ど
の
地
域
ニ
ー
ズ
に
応
え
る

か
た
ち
で
、
多
様
な
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を

展
開
し
て
い
る
。

　
現
在
は
、
法
人
本
部
の
あ
る
城
陽
市

を
中
心
に
、
京
都
府

南
部
、
大
阪
府
島
本

町
に
お
い
て
、
障
害

福
祉
事
業
で
は
、
障

害
者
支
援
施
設
、
障

害
者
グ
ル
ー
プ
ホ
ー

ム
、
障
害
者
デ
イ
サ

ー
ビ
ス
、
就
労
移
行

支
援
、
就
労
継
続
支

援
Ａ
型
・
Ｂ
型
事
業

所
、
相
談
支
援
事
業

所
等
、
介
護
事
業
で

は
介
護
老
人
保
健
施

設
、
高
齢
者
デ
イ
サ

ー
ビ
ス
、
居
宅
介
護

支
援
事
業
所
、
保
育

事
業
で
は
認
定
こ
ど

も
園
、
保
育
所
、
小

規
模
保
育
所
を
開
設

し
て
い
る
。

　
そ
の
ほ
か
に
も
、

若
年
者
等
就
労
支
援
拠
点
と
し
て
地
域

若
者
サ
ポ
ー
ト
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
の
運
営

を
受
託
し
、
ひ
き
こ
も
り
支
援
、
中
間

的
就
労
支
援
、
生
活
困
窮
者
支
援
等
を

一
体
的
に
実
施
し
て
い
る
。

　
障
害
福
祉
事
業
で
は
、
8
カ
所
の
障

害
者
支
援
施
設
（
総
定
員
数
約
３
０
０

人
）
を
運
営
し
て
お
り
、
重
度
知
的
障

害
や
強
度
行
動
障
害
、
医
療
的
ケ
ア
が

必
要
な
人
な
ど
、
在
宅
で
支
え
る
こ
と

や
他
施
設
の
入
所
が
困
難
な
利
用
者
を

受
け
入
れ
る
役
割
を
果
た
し
て
き
た
。

　共
生
・
共
助
の

地
域
づ
く
り
に
取
り
組
む

　
同
法
人
は
、
地
域
共
生
社
会
の
実
現

や
、
誰
も
が
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
「
共

生
・
共
助
」
の
地
域
づ
く
り
を
目
指
し
、

災
害
時
の
支
援
体
制
を
整
備
す
る
と
と

も
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
地
域
活
動
を
実
践

し
て
い
る
。

　
災
害
時
の
支
援
体
制
で
は
、
平
成
26

年
に
福
祉
避
難
所
と
し
て
の
機
能
を
有

地域活動により
「共生・共助」の地域づくりに貢献

　福祉医療機構では、地域の福祉医療
基盤の整備を支援するため、有利な条
件での融資を行っています。今回は、
その融資制度を利用された京都府城陽
市にある社会福祉法人南山城学園を取
りあげます。同法人は、地域共生社会
の実現に向け、さまざまな地域活動の
実践により、共生・共助の地域づくり
に貢献しています。その取り組みにつ
いて取材しました。

— 京都府城陽市・社会福祉法人南山城学園 —

法人の概要法人の概要

〒 610−0111
京都府城陽市富野狼谷 2 番地 1
  TEL   0774 −52 −0425
  FAX   0774 −53−7578
  URL   https://minamiyamashiro.com/

法人設立：昭和 40 年 2 月
理 事 長：磯　彰格
法人施設：�【障害】�障害者支援施設、障害者グ

ループホーム、デイサービ
ス、就労移行支援事業所、就労継続支援 A 型・B 型事業所、相談支援事
業所など

【介護】介護老人保健施設、デイサービス、居宅介護支援事業所
【保育】認定こども園、認可保育所、小規模保育所、学童保育など　計39事業所

社会福祉法人 南山城学園
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